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２０２５県人事委員会要求書提出交渉報告
全世代の実質賃金引上げ、再任用職員の処遇や通勤手当の改善を強く求めます！
人材確保の観点から理由を必要としない再採用制度を！特例業務の厳格化は真の働き方改革に不可欠です！

県労連は9月9日、県人事委員会に対して要求書を提出し、交渉を行いました。（３頁に全文掲載）
　自治労県職労の職場代表者・県労連幹事の発言は次のとおりです。

〇全世代にわたる実質賃金引上げ勧告を！
人事院勧告では民間との較差は３．６２％とされていますが、中高年齢層の俸給表の改定率は、２０２４年の年間物価上昇率の３．３％を下回り、実質賃金は引き下げとなっています。
中高年齢層のほとんどは、昨年以前も物価上昇率を下回る賃金改定となっており、中高年齢層は大きな不満を抱えています。そのため、モチベーションの低下を招いているばかりか、退職する職員も生じています。

また、大幅な引き上げ率となっている若年層職員にとっても、将来の賃金の目減りにつながり、生涯賃金を引き下げることになります。

こうした状況を踏まえ、神奈川県人事委員会は、いたずらに人事院に追随することなく、全ての県職員の実質賃金が引き上げとなるよう、勧告を行うべきです。

〇再任用職員の処遇改善について

　県で働く職員のうち、再任用職員のみが約半分の一時金支給となっています。再任用制度が導入された当時とは年金の支給実態が異なっており、一時金の支給率を据え置くことは不当な不作為です。県人事委員会として、良識のある対応を求めます。

〇通勤手当の制度改善について

人事院勧告では「月の途中で採用された職員への通勤手当の支給」「駐車場料金の負担」に言及されたが、
いずれも「実費弁償」の視点からすれば当然のことです。これまで自治労県職労や県労連が要求してきた課題であることを踏まえ、県人事委員会としても同様の勧告・報告を行うよう求めます。

〇理由を必要としない再採用制度の導入を！

人事院は、いわゆる若年者の再採用についても触れています。現在、本県の再採用制度は育児・介護を理由とする場合に限定されていますが、人材確保の観点から、近年増加している若年退職者を含め、全ての中途退職者を対象とすべきです。
〇経験者採用の昇格運用等を改善すべき！

現在、多くの職員が経験者採用等で入庁していますが、前歴のない新採用職員と昇格スピードが変わらないため、釈然としない思いを抱いている職員が少なくありません。
また、経験年数が長いほど、前歴加算により初任給が１級の高位号給に位置付けられ、数年で最高号給に到達してしまうため、２級昇格までの間、賃金が据え置かれたままの職員が多くいます。

これでは、せっかく神奈川県に転職してくれた職員のモチベーションを低下させることになりかねません。

今回の人事院勧告では、職員が昇格するために、一定の期間昇格前の級に在級することを求める「在級期間制度」を廃止する報告がなされました。

人事院の「在級期間制度の廃止」は、主に国のキャリア官僚を念頭に置き「超特急組」を作り出す狙いがあるように思われ、地方にはそぐわない制度です。

私たちは、いたずらに職員間の格差を広げる制度の改悪は断固反対しますが、前職での経験年数を考慮し、昇格改善がなされるよう活用すべきと考えます。

〇長時間労働是正のため特例業務の厳格化を

　人事院は、月100時間等の上限を超える超過勤務の最小化のため、特例業務の範囲に関する判断を厳格にするよう指導を強化するとしています。
神奈川県における最近の働き方改革の実態は、むしろ後退していると言えます。県職員の命を守る労働基準監督機関としての役割も持つ人事委員会として、特例業務の厳格化を勧告すべきです。

2025年勧告期の要求書
　県職員の賃金・労働条件の改善に向けたご努力に敬意を表します。
　人事院は８月７日、月例給と一時金を引き上げる勧告を行いました。月例給については、初任給の引き上げとともに、若年層に重点を置きつつ、すべての級・号棒で2.7%以上の引き上げとなりましたが、いまだに続く物価の上昇等を考えるとすべての職員の期待に応えるものとはなっていません。

また、再任用職員の、定年延長者との均衡の観点から、諸手当を含めた給与水準の改善を強く求めてきたにもかかわらず、見直しがされなかったことは極めて遺憾であると言わざるを得ません。

常態化している欠員状態、進まない働き方改革、さらに公務職場への人材確保の厳しさなど大きな課題が山積するなか、組合員においては、県民の期待に応えるべく、職務に全力を尽くしておりますが、その勤務環境は大変厳しいものとなっています。

また、人事院が進めていく「新たな人事制度の方向性」に関しては、国の制度を画一的に導入するのではなく、慎重に進めていく必要があります。

人事委員会勧告・報告の制度は、労働基本権制約の代償措置として県関係職員の賃金・労働条件を決定する上ではもちろんですが、県内自治体・県内企業で働く労働者に与える影響も極めて大きいものがあります。国と県では様々な条件が異なっていることを踏まえ、人事委員会としての主体性を持った検討が求められています。

　以上のようなことから、現在作業中の勧告・報告に向けては、下記事項の実現に向けて最大限の努力をされるよう要求します。

１．2025年度の給与勧告について

（１） 勧告・報告に際し、長時間労働の蔓延など勤務環境の厳しさが増しているため、適切な要員を確保するとともに、労働条件等を改善すること。
（２） 公平・公正な公民比較に基づき月例給の給与水準と一時金の支給月数について改善すること。

（３） 物価上昇を上回る月例給の引き上げを全世代で行うこと。

（４） 海事職給料表等の専門職給料表の勧告にあたっては、人材確保の観点から、民間や近隣自治体の実態をふまえ改善を行うこと。

（５） 暫定再任用職員の一時金支給率を他の職員と同様にすること。

（６） 一時金の引上げ分はすべて期末手当に配分をすること。

（７） 賃金改定に当たっては、民間賃金実態を正確に把握し、透明性を確保すること。また、県職員と民間従業員の職務対応を国に合わせること。

（８） 地域手当については給与カーブ見直しと、本県の実情などの経過を踏まえて適正に対応すること。また、県内一律支給を維持すること。

（９） 公務職場への人材確保の視点から、初任給について大幅な改善を図ること。また、神奈川の実態を踏まえ住居手当の改善を図ること。

（10） すべての在職者が定年まで昇給が可能となるよう、号給を延長すること。

（11）　教職員賃金の課題にあたっては、水準の向上となるよう対応を図ること。

（12） 自動車等使用者に対する通勤手当については、神奈川の実態に見合った勧告とすること。また、人材確保の観点から１日以外の任用についても通勤手当の改善を勧告すること。

２．労働時間短縮、休暇、休業制度の改善について

（１） 社会全体の長時間労働是正の動きにあわせた、神奈川県における「働き方改革」の進捗状況を検証し、特例業務の厳格化とともに、業務削減と人員増など、実効ある超過勤務縮減策を提言すること。
（２） 各種様々な休暇制度を新設・拡充すること。特に、家族休暇を新設すること。

（３） 人事委員会として上限時間を超えて時間外勤務を命じた場合の、要因の整理・分析・検証を行うとともに、必要な改善措置等の指導を任命権者に対して行うこと。

（４） 定年引上げにより、在職期間が長期化することに伴い、新たな休暇・休業制度の検討をすすめること。

３．男女平等の公務職場の実現及び両立支援策の拡充について

（１） 次世代育成支援対策推進法に基づく「次世代育成支援・女性活躍推進に関する職員行動計画」について、着実な実施に向け指導を行うこと。
（２） 出産・育児にかかわる休暇・休業制度を拡充するとともに、取得しやすい環境にすること。特に男性の取得率向上に向けた具体的な促進策を提言すること。

（３） 子育て・介護を行う職員の両立支援策等の拡充を提言すること。

（４） 職員の不妊治療にあたっては、治療に専念できるための新たな休業制度を新設すること。

（５） 女性職員採用・登用の拡大について、積極的な取り組みを行うこと。

４．臨時的任用職員・非常勤職員等の処遇改善について

（１） 処遇については、均等処遇の原則に基づき改善すること。
（２） 県に雇用される労働者の最低賃金を、近年の最低賃金引き上げの状況をふまえ、行政職(一)表の高卒初任給の大幅な改善を図ること。また、上限を撤廃すること。

（３） 有給療養休暇等を拡充すること。

（４） 年次休暇および夏季休暇の付与日数を拡大すること。

５．その他

（１） 今後、人事院が進めていく「新たな人事制度の方向性」については、職員への影響が大きいことから神奈川の実状をふまえ、職員団体と話し合いを行いつつ、慎重に進めること。
（２） すべての６０歳超の職員が知識と経験を活かしながら働き続けられる環境とすること。

（３） 暫定再任用職員の賃金水準については、定年延長を踏まえたものとなるよう改善を図ること。また、生活関連の手当を支給すること。

（４） 短時間再任用職員について、国との均衡を図り兼業を可能とすること。

（５） 賃金・退職手当・休暇等の諸権利について、労使交渉を制約することのないよう留意すること。

（６） 人事委員会勧告については、交渉期間の確保と年内差額支給をめざすため、極力早期に行うこと。

（７） 在宅勤務手当については、神奈川の利用状況に合わせた制度に見直すこと。

（８） 安定した人材確保にむけ、若年層をはじめ、任用される全世代がモチベーションを高く継続的に働き続ける選択が可能となるよう、給料表等をはじめ休暇・休業制度を総合的に見直すこと。また、免許資格職職員等の採用試験については、年齢要件を引き下げること。

（９） 労働基準監督機関の職権を行使し、当局に必要な勧告を行うこと。また、人事院と同様に「勤務時間調査・指導室」などの専門の部署を設置すること。

（10） 勤務間インターバル制度の導入については、健康維持、仕事と生活を確保するために職場状況を調査し、必要な人員を確保するなど勤務環境を整備した上で導入すること。
自治労県職連合
第17回定期大会

自治労県職労

第44回定期大会

全ての職場から参加を！
○場所：波止場会館４階

○日時：9月19日（金）

13時45分～

